
意見提出用紙 

「大阪ＩＲ基本構想」（案）に対する府民意見等の募集について 

連 

絡 

先 

氏名又は団体名 
 

 

住所又は所在地 
〒   －     

電話番号（担当者） 

（携帯電話の番号可） 
 

電子メールアドレス  

※上記【連絡先】欄内に記入していただいた事項については公表しません。 
 
 

 

 
該当する章：（ １ ）章 （ １３ ）ページ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ご 

意 

見 

の 

内 

容 

 
ご意見内容の公表について 

※いただいたご意見は原則公表します。 

公表を希望しない場合は右の□を黒く塗りつぶしてください。 

 
 

□  公表不可 

 
 
１－５ ＩＲの意義について意見表明をします。 
〇「世界で勝ち抜く MICE ビジネスの確立」とありますが，大阪に MICE ビジネスを勝ち抜く
条件は与えられていないと考えるのが至当です。絵に描いた餅は食べることができません。 
 
〇インバウンドの増加を図るのに，なぜ，カジノが有効なのでしょうか。訪日客の４割が大
阪を訪れているのは，大阪に魅力があるからです。カジノによって，そうした魅力が損なわ
れるのではありませんか？ 
 
〇「健全なカジノ事業収益の活用で滞在型観光の実現を」といいますが，「健全なカジノ」な
ど，世界のどこにもないのではありませんか？  
 
〇「カジノ収益」といっても，その源泉は「賭博で負けた客の財産」です。カジノで無為に
使わなければ，生産的な消費に支出された資金です。こんな非経済的なビジネスはありませ
ん。 
 
〇賭博で負けたカネが増えれば増えるほど，「カジノ税」が増える仕組みは，本末転倒ではあ
りませんか。 
 
〇賭博という不安定な収益に，観光事業の振興を委ねるのは，矛盾しています。 
 
〇日本のコンテンツを活かしたワールドクラスのショービジネスを育てるといいますが，そ
れができるんなら，とっくの昔にできているはずじゃありませんか。 
 

 

【締 切】令和元年 8月 9日（金曜日） （※送付の場合は、令和元年 8月 9日の消印有効） 

【送付先】大阪府・大阪市 ＩＲ推進局 企画課 総務・企画グループ あて 

○郵送の場合   〒559－8555 大阪府大阪市住之江区南港北 1-14-16 咲洲庁舎 31階  

○ファクシミリの場合  ファクシミリ 06-6210-9238 

 
【個人情報の取扱いについて】 
 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所・電話番号等の連絡
先の記載をお願いしています。 

これらの個人情報については公表せず、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理します。
なお、ご提出いただいた連絡先、ご意見等については、大阪府・大阪市で共有いたします。 


